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(c)All rights reserved ＦＰＫ研修センター株式会社

ＣＦＰ®精選過去問題 タックスプランニング

【問５１】基 －複合問題－ 住宅ローン控除

所得税に関する以下の設問について、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

なお、解答に当たっては、2023年分の所得税額が最も少なくなる方法を選択するものとします。

（問題139）設問Ａ ☆☆☆ 2021－2

共働きの会社員である横川実さんと妻の響子さんは、2023年７月に新築マンションを購入した

後、直ちに居住を開始した。横川さん夫妻が購入したマンションの概要および取得資金の内訳等

が以下のとおりである場合、横川さん夫妻の2023年分の所得税の計算上、確定申告により受けら

れる住宅ローン控除の金額の合計額として、正しいものはどれか。

＜横川さん夫妻が購入したマンションの概要＞

床面積 75㎡（すべて居住用である）

取得価額 3,900万円

※認定長期優良住宅に該当する。

※実さん２／３、響子さん１／３の共有名義で登記をしている。

＜取得資金の内訳＞

2023年の
調達先等 金額(注１)

年末借入金残高
返済期間 金利 債務者 備考

自己資金 700万円 － － － － (注２)

金融機関 2,400万円 2,340万円 30年 1.2％ (注３) －

実さんの母 500万円 490万円 12年 1.0％ 実さん (注４)

実さんの勤務先 300万円 290万円 10年 1.1％ 実さん (注５)

（注１）金融機関、実さんの母、実さんの勤務先の金額は、当初借入額である。

（注２）自己資金の内訳は、実さんが200万円、響子さんが500万円である。

（注３）実さんと響子さんの連帯債務であり、登記割合に応じて返済している。

（注４）公正証書による金銭消費貸借契約を交わしており、契約どおりに返済されてい

る。

（注５）実さんは勤務先の役員ではない。

＜その他＞

・ 2023年分の年末調整後の所得税額は、実さんが20万円、響子さんが５万円である｡

・ 住宅ローン控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。

1. 179,500円

2. 184,100円

3. 235,000円

4. 263,000円
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(c)All rights reserved ＦＰＫ研修センター株式会社

ＣＦＰ®精選過去問題 解答と解説 タックスプランニング

【問５１】基 －複合問題－ 2021－1、2021－2 住宅ローン控除

＜正解＞

設問Ａ 設問Ｂ

１ １

（問題139）設問Ａ－１ 住宅ローン控除額の計算 ☆☆☆

1. 正しい。

・ 親族からの借入金は、住宅ローン控除の対象とならない。

・ 勤務先からの借入金が、無利子または利率が0.2％に満たない場合は、住宅ローン控除の対

象とならない。

・ 所得税で控除しきれない住宅ローン控除は、住民税で控除できる。

・ 金融機関からの借入金（連帯債務）については、登記割合に応じて返済していることから、

年末借入金残高についてそれぞれの持分割合で按分する。

＜計算＞ 金融機関借入 登記割合 勤務先借入 控除率 所得税額
(1) 実さん ：(2,340万円× 2／3 ＋ 290万円)×0.7％＝129,500円＜200,000円 ∴129,500円

金融機関借入 登記割合 控除率 所得税額
(2) 響子さん：(2,340万円×1／3)×0.7％＝54,600円＞50,000円 ∴50,000円

(3) 合計額 ：(1)＋(2)＝129,500円＋50,000円＝179,500円

※ <共有名義で住宅を購入したときの住宅ローン控除> 、<2022年～2025年までの住宅ローン控

除> 337ページを参照。

（問題140）設問Ｂ－１ 住宅ローン控除額の計算 ☆☆☆

1. 正しい。

・ 親族からの借入金（安藤さんの父からの借入金）については、住宅ローン控除の適用を受

けることはできない。

・ 所得税で控除しきれない住宅ローン控除は、住民税から控除できる。

・ 金融機関からの借入金（連帯債務）については、登記割合に応じて返済していることから、

年末借入金残高についてそれぞれの持分割合で按分する。

＜計算＞ 金融機関借入 登記割合 控除率 所得税額
(1) 安藤さん ： 2,360万円× 3／4 × 0.7％ ＝123,900円＜280,000円 ∴123,900円

金融機関借入 登記割合 控除率 所得税額
(2) 安藤さんの妻： 2,360万円× 1／4 × 0.7％ ＝ 41,300円＞ 40,000円 ∴ 40,000円

(3) 合計額：(1)＋(2)＝123,900円＋40,000円＝163,900円

【問５２】基～中 －複合問題－ 2019－1～2022－1 所得税の申告

＜正解＞

設問Ａ 設問Ｂ 設問Ｃ 設問Ｄ

４ ４ ３ ２


